
























1．評議員

　定数：7名以上9名以内

　任期：平成29年4月1日～令和5年度定時評議員会終結の時（平成35年6月中）

役　職 氏　　名 〒

評議員 寺内　全次

評議員 杉浦　民夫

評議員 田 三枝子

評議員 笠井　松代

評議員 花井　隆子

評議員 小宮 裕明

評議員 新藤 輝美

2．理事

　定数：6名以上8名以内

　任期：令和元度定時評議員会の終結の時（6月15日）～令和3年度定時評議員会の終結の時

役　職 氏　　名 〒

理事長 片岡　隆之

理事 繁下　和雄

理事 宮　寬

理事 金子　洋子

理事 林　恵子

理事 片岡　達生

3．監事

　定数：2名以上

　任期：令和元度定時評議員会の終結の時（6月15日）～令和3年度定時評議員会の終結の時

役　職 氏　　名 〒

監事 仲村　正巳

監事 大庭　博

役員等名簿
令和元年6月30日現在

住　　　　　　　所

住　　　　　　　所

住　　　　　　　所



社会福祉法人みどりの杜 
役員及び評議員の報酬等に関する規程（案） 

 
（目 的） 
第１条 この規程は、社会福祉法人みどりの杜（以下「当法人」という。）の役員及

び評議員の報酬等について定めることを目的とする。 
  
（定 義） 
第２条 この規程において役員及び評議員とは、次の各号に掲げる者とする。 
（１） 役員とは、当法人定款第１５条に定める理事及び監事をいう。 
（２） 評議員とは、当法人定款第５条に基づき置かれるものをいう。 

  
（報酬） 
 第３条 役員及び評議員の報酬は、原則支給しない。 
 
（旅費日当） 
第４条 役員及び評議員が、理事会または評議員会に出席する際に、これにかかる経

費として１回当たり 3,000 円の旅費日当を支給する。 
 ２ 前項の旅費日当については、当法人に勤務する職員兼務役員は除く。 
 ３ 前項の会議が複数日に及んだ場合にあっては、その日数を乗じた額を支給する。 
 
（公 表） 
第５条 当法人は、この規定をもって、社会福祉法第５９条の２第１項２号に定める

報酬等の支給の基準として公表する。 
 

（改 廃） 
 第６条 この規則の改廃は、評議員会の承認を受けて行う。 
 
（委 任） 
第７条 この規程に定めるほか、必要な細目事項については評議員会において別に定

める。 
 
 附則 
  この規程は、平成２５年４月１日から施行する。 
  この規程は、平成２９年６月３０日から施行する。 

この規程は、平成３０年４月１日から施行する。 
 



 

 

社 会 福 祉 法 人 制 度 改 革 へ の 対 応 状 況 に つ い て  

 

               法 人 名 ： 社 会 福 祉 法 人 み ど り の 杜           

 

 社 会 福 祉 法 人 制 度 改 革 へ の 対 応 状 況 に つ い て ， 「 実 施 の 有 無 」 欄

に ， 実 施 し て い る 場 合 は ○ 印 ， 実 施 し て い な い 場 合 は ×印 を 付 け て

く だ さ い 。  

 

項  目  実 施 の 有 無  

 評 議 員 会 の 招 集 に つ い て は ，理 事 会 の 決 議 に よ り 評

議 員 会 の 日 時 及 び 場 所 等 を 定 め て い ま す か 。  
○  

 評 議 員 会 は ，評 議 員 会 の １ 週 間 前 ま で に 評 議 員 に 書

面 等 に よ り 通 知 す る 方 法 で 行 っ て い ま す か 。  
○  

 決 議 に 特 別 の 利 害 関 係 を 有 す る 評 議 員 が い る か を

確 認 し て い ま す か 。  
○  

 開 催 さ れ た 評 議 員 会 の 内 容 に 関 す る 議 事 録 に は ，そ

の 作 成 に 係 る 職 務 を 行 っ た 者 の 氏 名 を 記 載 し て い ま

す か 。  

○  

 監 事 の 選 任 に 関 す る 評 議 員 会 の 議 案 に つ い て ，監 事

の 過 半 数 の 同 意 を 得 て い ま す か 。  
○  

 理 事 会 を 招 集 す る 者 は ，理 事 会 の 日 の １ 週 間 前 ま で

に ，各 理 事 及 び 各 監 事 に 対 し て そ の 通 知 を 発 出 し て い

ま す か 。  

○  

 理 事 長 は ，理 事 会 に お い て ，毎 会 計 年 度 に 定 款 で 定

め る 回 数 ， 職 務 執 行 に 関 す る 報 告 を し て い ま す か 。  
○  

 議 事 録 に は ，定 款 に 定 め る 議 事 録 署 名 人 が 署 名 又 は

記 名 押 印 し て い ま す か 。  
○  

 定 款 の 内 容 ，役 員 等 報 酬 基 準 は イ ン タ ー ネ ッ ト の 利

用 に よ り 公 表 し て い ま す か 。  
○  

 


